
譲
宗
第
百
四
号

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
蒜
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
･
等
に
関
す
る
条
例
の
一
-
部
を
改
正

す

る

こ

と

に

こ

て

､

地

方

自

治

法

(

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

)

第

九

十

六

条

竺

項

の

規

定

に

よ

り

,

本

議

会

の

議

決

を

求

め

る

｡

.

平
成
二
年
十
二
月
十
九
日

三
朝
町
長

安

　

　

　

田

真

　

一

　

郎

平
成
署
慧
用
一
式
空
白
原
審
可
決

三
朝
町
慧
最
長
安
井
由
符



発
艶

>

　

　

　

　

　

　

　

　

　

J

三
朝
町
条
例
第
　
　
　
号

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
鴨
す
る
条
例
(
昭
和
四
十
二
年
三
朝
町
条
例
第
三
十
二

早
)
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

勇
一
集
中
｢
地
方
公
務
員
災
害
祥
礁
法
(
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
)
｣
　
の
下
に
｢
(
以
下
｢
法
｣
と
い
.

)
　
を
加
え
る
｡

弟
五
条
第
三
号
中
毒
し
-
低
額
'
又
は
高
額
で
あ
る
場
合
｣
を
｢
補
償
基
礎
額
と
し
て
公
正
を
欠
-
と
認
め
ら
れ

る
壕
ム
巳
　
に
改
め
る
O

‥
弟
五
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

第
五
条
の
二
　
傷
病
補
償
年
金
'
障
害
補
億
年
金
又
は
遺
族
補
償
年
金
(
以
下
｢
年
金
た
る
補
償
∵
と
い
う
｡
)
に
つ

い
て
前
条
の
規
定
に
よ
る
補
償
基
礎
額
が
､
年
金
た
る
補
償
を
受
け
る
べ
き
職
員
の
当
該
年
金
た
る
補
償
を
支
給
す

べ
き
月
の
属
す
る
年
度
(
四
月
7
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
1
日
ま
で
を
い
う
O
以
下
同
じ
.
)
の
四
月
7
日
(
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
｢
基
準
日
｣
と
い
う
｡
)
に
お
け
る
年
齢
(
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
場
合
に
あ
っ
て
は
'

当
該
支
給
を
す
べ
き
事
由
に
係
る
職
員
の
死
亡
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
計
算
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
当
該
職
員
の

基
準
日
に
お
け
る
年
齢
)
に
応
じ
て
町
長
が
最
低
限
定
額
と
し
て
定
め
る
額
に
満
た
な
い
と
き
又
は
最
高
限
度
額
と

し
て
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
'
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
定
必
る
額
を
当
該
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
と
す
る
｡



2
　
前
項
の
町
長
が
定
め
を
額
は
'
法
第
二
粂
第
十
1
項
の
規
定
に
よ
り
自
治
大
臣
が
年
齢
階
層
ご
と
に
定
め
る
額
と

の
均
衡
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
｡

東
五
条
の
二
の
次
に
次
の
1
条
を
加
え
る
｡

第
.
一
血
条
の
主
　
休
業
補
償
を
女
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
が
当
該
休
業
補
償
に
係
る
療
養
の
開
始
後
1
年
六
月
を
経

過
し
た
日
以
後
の
計
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
'
休
業
補
償
に
つ
い
て
第
五
条
の
規
定
に
は
る
補
償
基
礎
額
が
'
休
業

帝
儀
を
受
け
る
べ
き
職
員
の
当
該
休
業
補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
四
月
1
日
に
お
け

る
年
齢
に
応
i
j
て
町
長
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定
め
る
廟
に
満
た
な
い
と
き
又
は
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
を

撃
見
る
と
き
は
,
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
定
め
る
額
を
当
該
休
業
浦
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
と
す
る
.

2
　
前
項
の
町
長
が
定
め
る
額
は
'
法
第
l
姦
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
治
大
臣
が
年
齢
階
層
ご
と
に
定
鹿
る
額
と

の
均
衡
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
｡

‥
第
十
六
条
並
び
に
附
則
第
二
集
の
二
第
三
項
及
び
第
二
条
の
三
第
四
項
中
｢
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
｣
を
｢
法
｣

に
改
め
る
｡

附
則
第
三
条
第
四
項
申
｢
第
十
四
条
｣
の
下
に
支
は
次
条
｣
を
加
え
'
同
条
第
五
項
ヰ
｢
地
方
公
務
貞
災
害
補
償

法
】
　
を
　
｢
法
｣
　
に
改
め
る
｡

附
則
第
四
集
中
r
得
た
金
額
｣
云
下
に
｢
(
第
十
四
条
第
1
項
第
二
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
､
そ
の
額
か
ら
既
に
支

給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
)
｣
を
加
え
る
｡

壬

　

　

+

-

 

＼

一

こ

　

　

t



可

　

等

｣

ー　　　　　　　■

附
則
等
四
条
の
二
第
1
項
の
表
中
｢
昭
和
六
十
四
年
九
月
三
十
日
｣
を
｢
平
成
元
年
九
月
三
十
日
｣
に
'
｢
昭
和
六

十
酉
年
十
月
1
日
｣
を
｢
平
成
元
年
十
月
1
日
｣
に
,
｢
昭
和
六
十
五
年
九
月
三
十
日
｣
を
一
｢
平
成
二
年
九
月
三
十

日
｣
　
に
改
め
る
｡

附
則
第
四
条
の
二
第
二
項
の
表
中
｢
昭
和
六
十
四
年
九
月
三
十
日
｣
を
｢
平
成
元
年
九
月
三
十
日
｣
に
'
｢
昭
和
六

十
四
年
十
月
1
日
｣
を
｢
平
成
元
年
十
月
1
日
｣
に
,
r
昭
和
六
十
五
年
九
重
二
十
日
｣
を
｢
平
成
二
年
九
月
三
十

日
｣
に
,
｢
昭
和
六
十
五
年
十
月
1
日
｣
を
｢
平
成
二
年
十
月
1
日
｣
に
改
め
る
.

附

　

則

(
施
行
期
日
)

l
　
こ
の
条
例
は
,
公
布
の
日
か
､
ら
施
行
し
､
平
成
二
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
｡

(
経
過
措
置
)

2
　
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
(
以
下

｢
新
条
例
｣
と
い
う
｡
)
第
五
条
の
三
の
規
定
は
,
こ
の
条
例
の
適
用
の
日
(
以
下
｢
適
用
日
｣
と
い
う
｡
)
以
後

に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
､
遠
見
目
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
価
業
補
償

に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

3
　
適
用
目
前
に
療
養
を
開
賂
し
た
職
員
に
休
業
稀
儀
を
支
給
す
べ
′
き
場
合
に
お
け
る
新
条
例
第
五
条
の
三
の
規
定
の

通
用
に
つ
い
て
は
,
同
条
中
｢
当
該
休
業
補
償
に
係
る
蕪
嶺
の
開
始
後
｣
と
あ
る
の
L
j
e
'
｢
議
会
の
議
員
そ
の
他
非



∴

常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
蒜
を
改
正
す
る
条
例
(
平
成
二
年
三
朝
町
条
例
第
　
号
)

の
適
用
日
以
後
｣
　
と
す
る
｡

4
　
議
会
の
最
鼻
そ
の
他
部
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
蒜
を
改
正
す
る
条
例
(
昭
和
六
十

二
年
三
朝
町
条
例
第
二
十
三
号
)
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
施
行
後
補
償
年
金
に
係
る
施
行
日
以
後
の
期
間
に
係
る

廟
の
算
定
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
'
同
項
中
｢
新
条
例
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
町
長

か
定
め
る
額
の
う
ち
,
当
該
施
行
後
柿
債
年
金
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
年
金
た
る
補
償
を
受
け
る
べ
き
職
員
の
基

準
口
-
に
お
け
る
年
齢
の
屠
す
る
年
齢
層
層
に
係
る
額
｣
と
あ
る
の
は
t
 
r
当
該
施
行
後
補
償
年
金
に
係
る
議
会
の
議

貞
そ
の
他
非
常
勤
の
敬
具
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例
(
平
成
二
年
三
朝
町
条
例

第
　
号
)
に
よ
る
改
正
後
の
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
.
を
条
例
第
五
条
の

二
第
一
項
に
規
雇
す
る
年
金
た
る
補
償
を
受
け
る
′
べ
き
職
員
の
当
該
年
金
た
る
補
償
を
支
給
す
べ
き
月
の
属
す
る
年

度
の
四
月
7
日
に
お
け
る
年
齢
に
応
じ
て
町
長
が
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
q
J
と
､
｢
施
行
後
補
償
年
金
に
係

る
同
項
に
規
定
す
る
年
金
補
償
基
礎
額
｣
と
あ
る
の
は
､
｢
施
行
後
補
償
年
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
用
い
る

補
償
基
礎
額
｣
と
,
同
条
例
附
則
第
五
項
中
｢
前
項
｣
と
あ
る
の
は
'
｢
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公

務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例
(
平
成
二
年
三
朝
町
条
例
第
　
号
)
附
則
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
｣
と
す
る
｡

(
規
則
へ
の
委
任
)

･
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÷

5
　
附
則
第
二
項
,
第
三
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
､
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
'
規

則
で
定
め
る
C


